
くろいそ陸上練習会 会則 

第1条（名称） 
本会は、**「くろいそ陸上練習会」**と称する。 

第2条（目的） 
本会は、陸上競技およびランニングを通じて、会員の体力向上、健康維持、ならびに会員相互の

親睦を図ることを目的とする。 

第3条（活動内容） 
本会は、第2条の目的を達成するため、以下の通り練習会を開催する。 

1.​ 日時：毎週月曜日 18時30分〜20時00分（祝日の場合は休みとする） 
2.​ 場所：くろいそ運動場 補助球場 
3.​ 内容：陸上競技・ランニングの練習、および本会の目的達成に必要なイベント等の実施 

第4条（参加対象および入会） 
1.​ 参加対象：小学生以上の男女とする。なお、年齢の上限は設けない。 

第5条（参加費および運営費） 
1.​ 入会金：無料とする。 
2.​ 参加料：練習会への参加1回につき、500円を徴収する。 
3.​ 用途：徴収した参加料は、施設利用料、備品購入費、事務手数料、その他本会の円滑な

運営に必要な経費に充てる。 

第6条（自己責任および免責） 
1.​ 自己責任：練習会への参加にあたっては、体調管理を各自で行い、無理のない範囲で活

動すること。 
2.​ 免責：練習会中および往路・帰路において発生した事故、怪我、体調不良、盗難、紛失等

について、本会および主催者は一切の責任を負わない。 
3.​ 保険：万一の事故に備え、保険加入に必要な情報を代表に共有してスポーツ安全保険

等に加入する。保険料は参加料に含める。 

第7条（禁止事項） 



会員は、本会において以下の行為を行ってはならない。 

1.​ 他の会員や第三者に対する誹謗中傷、公序良俗に反する行為、または迷惑行為。 
2.​ 政治活動、宗教活動、他団体への過度な勧誘行為。 
3.​ 本会の円滑な運営や親睦を妨げる一切の行為。 

第8条（連絡方法） 
1.​ 公式連絡：本会の運営および練習会に関する連絡は、原則としてLINEオープンチャット

を通じて行う。 
2.​ 緊急連絡：雨天等による中止の判断、およびその他の緊急連絡についても、オープン

チャットにて周知する。 

第9条（規約の改定） 
本規約は、代表が必要と判断した場合、会員に適切に通知した上で改定することができる。 

附則 
本規約は、2026年1月14日より施行する。 
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